
江東区創業支援事務所等賃料補助金交付要綱 

平成２６年４月１日 

２６江地経第８９２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内で事務所等を賃借して創業した者に対し、その賃料

の一部を補助することにより、区内における創業を促進し、もって区内産業

の活性化に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者をいう。 

(2) 許認可等 法令上、事業を行うに当たって要する免許、許可、認可若し

くは登録又は届出をいう。 

(3) 創業 次のいずれかに該当することをいう。 

ア 事業を営んでいない個人が新たに会社法（平成１７年法律第８６号）

第２条第１号に定める会社を設立し、事業を開始すること。 

イ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２２９条に規定する開業の届出を行うこと。 

(4) 創業日 法人の場合にあっては会社設立の日、個人の場合にあっては開

業届出書に記載した開業日をいう。ただし、事業を行うに当たり許認可等

を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた若しくは行った

日（複数の許認可等を要する場合は、当該許認可等を受けた又は行った日

のうち最も遅い日）又は本文において定める日のいずれか遅い日をいう。 

(5) 事務所等 事業の用に供する事務所及び店舗をいう。 

(6) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。 

(7) 中小企業診断士 中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第１１

条第１項の規定による登録を受けた者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者



とする。 

(1) 第８条の規定による交付申請の日の属する年の１月１日から１２月３１

日までの間において初めて創業し、又は創業を予定していること。 

(2) 法人にあっては本店及び事務所等を、個人にあっては事務所等を区内に

有し、又は有する予定であること。 

(3) 直近の法人住民税（個人にあっては住民税）を滞納していないこと。 

(4) 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けている又は行

っていること。 

(5) 補助金の交付を受ける年度において、第１４条の規定による実績の報告

を行う日までに、区長が指定する中小企業診断士等による経営状況の診断

及び指導を受けていること。ただし、当該年度における補助対象期間が８

月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度については、この

限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。 

(1) 次のいずれかに該当する者 

ア 大企業（中小企業者以外の事業を営む者をいう。以下この号において

同じ。）が単独で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又

は出資している者 

イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又

は出資している者 

ウ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は社員が兼務している者 

エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者 

(2) フランチャイズチェーン（他の企業等から特定の商標、商号等を使用す

る権利を付与され、当該権利の対価として金銭等を支払う旨の契約に基づ

く事業の形態をいう。）の加盟店として事業を営む者 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者 

(4) 申請する事業のほかに、事業主として事業を営む者 

(5) あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む者 

（補助対象事務所等） 



第４条 補助金の交付対象となる事務所等は、補助対象者がその事業のために

継続して使用する一の事務所等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

(1) 補助対象者が自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を

有すること。 

(2) 前号の賃貸借契約又は転貸借契約が５年未満の期間を定めてなされた定

期借家契約（借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条第１項の規定

に基づく契約の更新がない建物の賃貸借契約をいう。）でないこと。 

(3) 第８条の規定による交付申請の日の属する年度の３月３１日までに、当

該事務所等の賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること。 

(4) １年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと。 

(5) 区内に所在する物件であって、補助対象者の事業以外の用途と兼用しな

いものであること。 

(6) 賃貸人及び転貸人が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

ア 補助対象者の事業主又はその３親等以内の親族 

イ 補助対象者のグループ会社 

ウ 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員 

(7) シェアオフィス、コワーキングスペースその他の事務所等における事業

の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備若しくは空間を他

の者と共用する形態の物件でないこと。 

(8) 当該事務所等の全部又は一部を補助対象者以外の者に占有させ、又は当

該事務所等及びこれに附属する設備を補助対象者以外の者と共用するもの

でないこと。 

(9) 当該事務所等の全部又は一部を補助対象者以外の者に転貸して収益を得

る事業の用に供されるものでないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象者が事業を実施するために必要な経費のう

ち、補助対象期間における事務所等の賃料（敷金、礼金、保証金、更新料、

共益費及びこれらに類する経費を除く。）とする。 

（補助対象期間） 



第６条 補助対象期間は、創業日の属する月又は事務所等の賃貸借契約若しく

は転貸借契約が開始される月のいずれか遅い月から起算して２４月を限度と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、創業日が第８条の規定による交付申請の日の属

する年の１月１日から３月３１日までに属する場合は、事務所等の賃貸借契

約若しくは転貸借契約が開始される月又は第８条の規定による交付申請の日

の属する年の４月のいずれか遅い月から起算して２４月を限度とする。 

３ 補助対象期間の中途において補助対象者が事業を廃止した場合は、事業を

廃止した日の属する月を補助対象期間の満了月とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象期間の各月における補助対象経費の額に応じ、

別表に定めるところにより算出するものとし、予算の範囲内で交付する。 

２ 補助金の額は、１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第８条 初めて補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」とい

う。）は、区長が別に定める申請期間内に江東区創業支援事務所等賃料補助

金交付申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書

類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 事業計画書（別記第２号様式） 

(2) 登記事項証明書又はその写し（法人の場合に限る。） 

(3) 開業届出書の写し（個人の場合に限る。） 

(4) 事業主の住民票の写し 

(5) 事業主の直近の住民税納税証明書の写し（法人が初回の申請をする場合

に限る。） 

(6) 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し 

(7) 補助対象者が転貸借契約により申請に係る事務所等の使用権限を有する

場合においては、転貸人が賃貸人から当該転貸の承諾を受けたことを証す

る書面又はその写し 

(8) 許認可等を要する業種の場合は、当該許認可等を受けた又は行ったこと



を証する書面の写し 

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の規定による申請を行う場合において、前項各号に掲げる

書類のうち、申請書に添付することのできないものがあるときは、第１４条

の規定による実績の報告を行う日までに、当該書類を提出しなければならな

い。 

３ 申請者は、本要綱に基づく補助金の交付と国、都、公社その他の団体によ

る同種の補助金の交付を重複して受けることはできない。 

（交付決定等） 

第９条 区長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の

審査をするものとし、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに

申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請を却

下する。 

２ 区長は、前項の規定による審査の結果、申請が形式上の要件に適合するも

のと認めるときは、事業計画書の内容について区長が指定する中小企業診断

士等による審査を受け、適当と認めるものについては江東区創業支援事務所

等賃料補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により、不適当と認めるも

のについては江東区創業支援事務所等賃料補助金交付申請却下通知書（別記

第４号様式）により、申請者に通知する。 

３ 前項の規定により交付決定をする場合において、適当と認めるものの数

（第１０条の規定による年度の更新に係るものを除く。）が、区長が別に定

める業種別の補助件数を超えるときは、当該補助件数を限度として、公開抽

選により交付決定を行うものとする。 

４ 区長は、交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（年度の更新） 

第１０条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助対象期間の中途において、年度を超えて引き続き補助金の交

付を受けようとするときは、引き続き補助金の交付を受けようとする年度の

４月末日までに、申請書により区長に申請するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による申請を行う場合において、申請書に添付



した書類（第８条第２項の規定により提出した書類を含む。）のうち、同条

第１項第５号に掲げるものを除き、当該書類に記載された内容の変更が生じ

ているときは、当該変更の生じた書類を添付しなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の審

査をするものとし、適当と認めるときは江東区創業支援事務所等賃料補助金

交付決定通知書により、不適当と認めるときは江東区創業支援事務所等賃料

補助金交付申請却下通知書により、補助事業者に通知する。 

（取下げ） 

第１１条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決

定の通知を受けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出

しなければならない。 

（事業計画変更の承認） 

第１２条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江

東区創業支援事務所等賃料補助事業計画変更承認申請書（別記第５号様式）

に変更内容が確認できる書類を添えて、区長に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。 

(1) 事務所等の賃料が変更となったとき。 

(2) 事務所等において営む事業の全部又は一部について内容を著しく変更し

ようとするとき。 

(3) 創業日が事業計画書に記載した創業予定日と相違することその他の事情

により補助対象期間に変更の必要が生じたとき。 

(4) 補助金の交付申請に係る事務所等の機能を他の事務所等（区内に所在す

るものに限る。）に移転しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区創業支援事務所等賃料補助事業計画変更承認通知書

（別記第６号様式）により、補助事業者に通知する。 

３ 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。 

（事業廃止の届出） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付に係る事務所等における事業を廃止し



たときは、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助事業廃止届出書（別記

第７号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助対象期間の属する年度における補助対象事業の

実績について、当該年度の３月２０日までに、江東区創業支援事務所等賃料

補助事業実績報告書（別記第８号様式。以下「実績報告書」という。）に次

に掲げる書類又はその写しを添えて、区長に報告しなければならない。 

(1) 事業報告書（別記第９号様式） 

(2) 事務所等の賃料の支払が確認できる書類 

(3) 申請日の属する年の前年の所得に係る法人住民税が賦課されている場合

においては、当該法人住民税の納税証明書（個人にあっては住民税の納税

証明書） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１５条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果がこの交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、江東区創業支援事務所等賃料補助金交付額確定通

知書（別記第１０号様式）により、補助事業者に通知する。 

（補助金の請求及び支払） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額を確定したものについ

て補助金の支払を受けようとするときは、速やかに江東区創業支援事務所等

賃料補助金交付請求書（別記第１１号様式）により、区長に補助金を請求す

るものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、速や

かに当該補助金を支払う。 

（是正のための措置） 

第１７条 区長は、第１５条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事

業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認

めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべき



ことを命ずることができる。 

２ 第１４条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置

をした場合について準用する。 

（交付決定の取消し） 

第１８条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 第８条の規定による交付申請の日の属する年の１月１日から１２月３１

日までの間において創業しなかったとき。 

(3) 第８条の規定による交付申請の日の属する年度の３月３１日までに、当

該事務所等の賃貸借契約又は転貸借契約を締結せず、契約が開始されなか

ったとき。 

(4) 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく命令若しくは本補助金の

交付決定に付した条件に違反したとき。 

(5) 補助金の交付に係る事務所等における事業を廃止したとき（第１２条第

１項第４号に該当するものとして、あらかじめ同条第２項の規定による承

認を受けた場合を除く。）。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合は、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助金交付決定取消通知書

（別記第１２号様式）により、補助事業者に通知する。 

（補助金の返還） 

第１９条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４

号）の定めるところによる。 

（関係書類の整理保存） 

第２０条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出に



係る資料その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了

した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

地域振興部長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区創業支援事務所等賃

料補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

（令和６年度における特例措置） 

３ 第３条第１項第１号の規定にかかわらず、令和６年９月１日から令和６年

１１月３０日までの間において交付申請を行う場合にあっては、令和６年４

月１日から令和６年１２月３１日までの間において初めて創業し、又は創業

を予定していることを補助対象者の要件とし、第６条第２項の規定は適用し

ない。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

補助対象期間 補助率 限度額 

１か月目から１２か月目まで 補助対象経費の４分の１以内 ５万円 

１３か月目から２４か月目まで ３万円 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 







 



 

 


